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税制全体のグリーン化の推進

、① 税制の抜本的な改革は、環境への負荷の低減に資する方向でなされるべきであり、
少なくとも「CO２中立・環境中立」（税制の見直しによって環境負荷がかえって増えな
いもの）であること。

具体的な方向具体的な方向

平成21年度税制改正法附則第104条においては、税制の抜本的な改革に当たっては、
「低炭素化を促進する観点から、税制全体のグリーン化（環境への負荷の低減に資する
ための見直しをいう。）を推進すること」をその基本的方向性として検討を加え、その結果
に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとされている。

背景背景

② 車体課税やエネルギー課税といった環境関連税制は一体のものとして体系的な見
直しを行うこと。仮に、車体課税の簡素化を図る場合には、諸外国との比較で低い水
準にあるエネルギー課税を強化するなど、税制全体のグリーン化を確実に推進するこ
とが必要。

③ 「燃料などのエネルギー課税は国、車体課税は地方」等の考え方の下、環境関連税
制の思い切った簡素化を行う場合には、公害健康被害の補償財源を汚染者負担の原
則に則って安定的・長期的に確保できるようにすること。
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